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ごみ分別スクール動画等制作業務委託仕様書 

１ 委託業務名 

ごみ分別スクール動画等制作業務委託 

 

２ 適用範囲 

本仕様書は、千葉市（以下、発注者という。）が行うごみ分別スクール動画等制作委託に当

たり、受注者が守らなければならない業務に関する事項を示すものである。 

 

３ 履行場所 

発注者が指定する場所 

 

４ 業務目的 

（１）「ごみ分別スクール」の動画を制作（プラスチック資源分別収集・再資源化に伴う更新

を含む）し、学校教育において活用する。 

なお「ごみ分別スクール」とは、市立小学校の４年生を対象に、３Ｒについて社会科の授業 

と連動した体験学習を行い、ごみの分別を実践する意識を醸成するとともに、児童を介して、

家庭にも３Ｒの考え方を浸透させることで、将来にわたり、ごみの減量効果を図ることを目的

とするものである。 

（２）令和９年１２月から開始するプラスチック資源の分別収集・再資源化の広告用動画及び住 

 民説明会用動画を制作し、市民への効果的な周知に活用する。 

 

５ 委託期間 

契約締結日の翌日から令和９年１月８日(金)まで 

 

６ 委託業務の内容 

（１）「ごみ分別スクール」動画制作（プラスチック資源分別収集・再資源化に伴う更新） 

小学４年生向けの動画制作に係る一連の業務（シナリオ制作、撮影、編集、肖像権・著作権 

処理、成果品の制作等）を行う。 

ア 業務実施に当たっての前提条件 

千葉市発行「千葉市環境教育教材（小学生版）」（ちばキッズ エコエコ大作戦'26～

'28）（以下、環境教育教材という。）のＰ２３～３４の内容をよく理解すること。掲載

先は下記のとおり。 

https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/datsutanso/kankyokyouiku.html  

 なお、プラスチックの分別方法について令和９年１２月からの変更を反映させるこ

と。 

イ テーマ及びターゲット 

小学４年生に、千葉市のごみ出しのルール、清掃工場でのごみの流れ、３Ｒの考え方

等について、興味を持ち、それらの必要性について正しい知識を身に付けてもらう。 

ウ 動画の仕様 

（ア）映像時間 

２０分程度とするが、必要に応じて発注者と協議すること。 

https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/datsutanso/kankyokyouiku.html
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（イ）構成、内容 

環境教育教材を参考に、学校教育のコンテンツとしてふさわしい構成とし、現場で 

働く人の様子が伝わるようにすること。なお構成には、以下の項目を取り扱うことを 

必須とするが、項目の順番は指定しない。進行は演者による紹介又はナレーションの 

いずれかを必須とする。映像ディスクについては、メニュー画面から始まり、項目ご 

とにチャプターに分け、任意に再生、又は全再生できるようにすること。 

a はじめに（目安２分） 

 千葉市のごみの量（具体的な数値の使用はできるだけ避ける） 

 ごみが増えるとどうなるか（地球温暖化 地球からの SOSの内容を入れ

ること） 

b ごみ分別の方法（目安９分３０秒） 

 ごみを出すときのルール 

 ごみや資源物の出し方 

 プラスチック資源分別収集・再資源化について 

c ３Ｒってなんだ？（目安２分） 

d 給食からでたごみは（目安２分） 

 給食残渣のリサイクル 

e 清掃工場でのごみの流れ（目安２分） 

 北谷津清掃工場の紹介 

f 資源物のリサイクルのゆくえ（目安２分） 

 新浜リサイクルセンターの紹介 

g おわりに（目安３０秒） 

（ウ）「千葉市ごみ削減キャラクターへらそうくん」の使用について 

動画内で「千葉市ごみ削減キャラクターへらそうくん（以下、へらそうくんとい

う。）」を使用すること。活用方法は指定しないが、「へらそうくんマニュアル」

に示す事項を遵守すること。マニュアル掲載先は下記のとおり。 

https://www.city.chiba.jp/kankyo/junkan/haikibutsu/herasoukun.html 

（エ）へらそうくんの着ぐるみについて 

着ぐるみを使用する場合は、契約締結後、『ごみ削減キャラクター「へらそう

くん」着ぐるみ借用申請書』（様式第３号）を借用開始日の１０日前までに提出

し、使用承認書（様式第４号）による、発注者の承認を受けること。 

着ぐるみの寸法は縦１８８ｃｍ×横１６５ｃｍ、演者の適正身長は１６５ｃｍ

程度。 

（オ）へらそうくんのイラストについて 

『ごみ削減キャラクター「へらそうくん」使用申請書』（様式第１号）を提出

し、使用承認書（様式第２号）による、発注者の承認を受けること。 

縦横の比率及び色は別添のイラストに準じること。ただし、ポーズの変更やア

ニメーションへの利用等、発注者が認める場合はその限りではない。 

 

（２）「プラスチック資源分別収集・再資源化」広告用動画制作 

ア 業務実施に当たっての前提条件 

千葉市が令和９年度から開始するプラスチック資源分別収集・再資源化について、 

https://www.city.chiba.jp/kankyo/junkan/haikibutsu/herasoukun.html
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千葉市と調整の上、動画の内容を決定すること。なお、本動画は千葉市が管理する 

YouTube、SNS配信のほか、Youtube 有料広告での放映を予定している。 

イ テーマ及びターゲット 

主に２０代から４０代の千葉市民に、千葉市の新しいプラスチックごみ排出ルール 

についてお知らせする。 

ウ 動画の仕様 

（ア）映像時間 

１５秒程度とするが、必要に応じて発注者と協議すること。 

（イ）構成、内容 

市の広報コンテンツとしてふさわしい構成とし、ターゲットに対し最も効果的と考 

えられる手法・配分で実施すること。 

 

（３）「プラスチック資源分別収集・再資源化」住民説明会用等動画制作 

ア 業務実施に当たっての前提条件 

千葉市が令和９年度から開始するプラスチック資源分別収集・再資源化について、 

千葉市と調整の上、動画の内容を決定すること。なお、本動画は住民説明会のほか、 

千葉市が管理する YouTube、SNS 配信等での放映を予定している。 

動画のイメージは下記のとおり。 

https://www.youtube.com/watch?v=AZ38RJMBP3A（仙台市公式 youtube） 

イ テーマ及びターゲット 

市が住民説明会等において、事業目的や千葉市の新しいプラスチックごみ排出ルー 

 ルについて、お知らせする。 

ウ 動画の仕様 

（ア）映像時間 

１５分程度とするが、必要に応じて発注者と協議すること。 

（イ）構成、内容 

市の住民説明会にふさわしい構成とし、参加者に対し最も効果的と考えられる手 

法・配分で実施すること。 

a 目的 

・地球温暖化対策 

・海洋プラスチック対策 

・サーキュラーエコノミーの推進 

b プラスチック資源の分別排出ルール 

・分別対象物（容器包装プラスチック及び製品プラスチック） 

・禁忌品 

・ペットボトルは今まで通りの排出日に排出 

・分別に悩んだ時の対処法 

・汚れがある場合は軽くすすぐ（ほか関連注意事項）  

・指定袋を使用しごみステーションに排出（ほか関連注意事項） 

c 小型充電式電池の混入による火災等の危険性 

・中身を再確認してから排出 

d 収集したプラスチック資源のゆくえ 

https://www.youtube.com/watch?v=AZ38RJMBP3A
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・リサイクル手法 

e 効果 

・ごみの減量効果 

・温室効果ガスの排出抑制効果 

f その他のプラスチック削減取組 

・製品プラスチックの拠点回収 

・ちばルール行動協定に基づく店頭回収 

 

（４）共通業務 

ア シナリオ制作業務 

（ア）構想打合せ 

（１）～（３）それぞれの業務目的を踏まえ、発注者と動画の基本構成等につい

て打合せを行うこと。各動画で必要に応じて素材を共有する等の工夫により、効率

的に動画を作成すること。 

（イ）シナリオの制作 

打合せの協議内容を踏まえ、動画の進行シナリオ及び絵コンテを制作すること。

制作後、発注者と内容確認及び調整を行うこと。 

イ 撮影業務 

発注者及び各施設等と日程を調整の上、下見や打合せを行い、撮影する。撮影日数は

全体で３日を目安とする。主な撮影場所（予定）は以下のとおり。 

 北谷津清掃工場 （千葉市若葉区北谷津町 347番地） 

 新浜リサイクルセンター （千葉市中央区新浜町 4 番地） 

 市内ごみステーション （契約締結後、発注者が指定する場所） 

 市内小学校及び給食残渣再資源化施設（契約締結後、発注者が指定する場所） 

 その他発注者が指定する場所 

ウ 編集業務 

  （１）～（３）のすべてについて、発注者が映像等を提供した場合は、発注者と協議 

の上、編集内容及び構成に応じてこれらを活用すること。 

（例：リサイクル過程の映像、最終画面への「制作 千葉市」及び「千葉市に関連する 

 ロゴ等」の表示） 

（１）については、学校教育用コンテンツであることを踏まえ、上記イで撮影した動

画にイラスト・キャラクター・テロップ・ＢＧＭ・ナレーションを付加する等、児童が

関心を持って視聴でき、かつ魅力的な内容となるよう編集すること。 

（２）（３）については、啓発や住民説明会で使用されることを踏まえ、上記イで撮 

影した動画にイラスト・キャラクター・テロップ・ＢＧＭ・ナレーションを付加する等

住民がより分別ルールを理解でき、分別収集に協力したくなるような編集をすること。 

（１）～（３）のすべてについて、継続して映像を使用することや、動画配信を行う

ことを前提とし、出演者・協力者の肖像権、音楽等の著作権に係る調整を行うこと。 

（ア）校正業務（３回） 

（イ）校正打合せ 

動画完成までの過程において、修正に係る打合せを十分に行うこと。 

   （ウ）サムネイル画像の作成 
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      各動画について、動画配信等に使用するサムネイル画像を作成すること。内容確認 

及び軽微な修正については、動画の校正工程に併せて対応すること。 

（エ）１回目校正動画の確認及び修正 

上記アの打ち合わせを踏まえた修正等の結果を発注者（廃棄物対策課及び各施設の

関係課担当者等）が確認し、再度修正及び調整が必要となった場合、適宜、電話やメ

ール等によって摺り合わせを行うこと。 

（オ）２回目校正動画の最終確認 

上記ア及びイにおける指摘項目が適切に反映されているか最終確認を行うこと。テ

ロップの誤字脱字等の軽微な修正には確実に対応すること。 

エ 実施体制等 

（ア）ディレクター、カメラマン、音声担当等、制作に従事する主たる責任者及び作業者 

は、映像制作の実績を有すること。 

（イ）業務に当たる者に欠員が生じた場合は、速やかに同等又はそれ以上の経歴を有す 

  る代替者を充てられる体制を整えること。 

 

７ 成果品等 

制作する動画や静止画等の電子データを、発注者に提出すること。なお、納品する成果品

については下記の点に留意すること。 

(１) 成果品 

ア 映像ディスク（ＮＴＳＣ方式、ＤＶＤ－Ｒに納品） 

「ごみ分別スクール」動画制作     ５枚 

「プラスチック資源分別収集・再資源化」広告用動画制作＋「プラスチック資源分 

別収集・再資源化」住民説明会用動画制作     １０枚 

プラスチックケースに入れ、ケースにタイトルと撮影時の写真等の装丁を貼付する

こと。また、コピーガードはかけないこと。 

イ Ｗｅｂ掲載及びＰＣ再生が可能なフォーマットの動画データ 

 本動画は、Web ブラウザ及び一般的な情報端末において、追加ソフトウェアを必要

とせず再生可能な形式とし、映像圧縮方式は MPEG-4 AVC（H.264）方式とするこ

と。 

また、YouTube の本市公式アカウント（千葉市チャンネル）にも掲載するため、パ

ソコンだけではなく、携帯電話やスマートフォン等のモバイル端末でも鮮明な画質で

閲覧できるようにすること。 

ウ 静止画形式等の電子データ一式（ＤＶＤ－Ｒ等に納品） 

編集作業において使用又は作成した写真、イラスト、図版等の静止画形式の電子デー

タ一式を納品すること。 

エ サムネイル画像データ（ＤＶＤ－Ｒ等に納品） 

各完成動画について、Web 掲載や YouTube 動画等の動画配信時に使用するサムネイ

ル画像の電子データを納品すること。 

オ シナリオ原稿 

(２) 納品場所 

千葉市中央区千葉港１番１号 千葉市役所高層棟７階 

千葉市廃棄物対策課 
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(３) 納品期限 

「ごみ分別スクール」動画制作（更新）     令和９年１月８日（金） 

「プラスチック資源分別収集・再資源化」広告用動画制作 

    令和８年１０月２０日（火） 

「プラスチック資源分別収集・再資源化」住民説明会用動画制作  

令和８年１０月２０日（火） 

 

８ 権利関係 

(１) 本業務による成果物の取り扱い 

ア 本業務の履行に係る成果物（映像、印刷物等）の所有権はすべて発注者に帰属する。 

イ 成果物が著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２条第１項第１号に規定する著作物

（以下「著作物」という。）に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権

（著作権法第２１条から第２８条までに規定する権利）を当該著作物の引渡し時に無

償で譲渡するものとする。 

(２) 著作権・知的財産権の使用 

本業務を履行するに際し、第三者の著作権、特許権及びその他の権利を利用する場合に

は、受注者が使用に関する一切の責任、費用負担を行うものとする。ただし、発注者がそ

の方法を指定した場合は、その限りではない。 

 

９ その他の留意事項 

(１) 作業の実施に当たっては、発注者と十分に協議の上行うこと。 

(２) 発注者との円滑、迅速な業務遂行を行える体制を取ること。 

(３) 成果品の内容が不適切と認められる場合、再提出を求める場合がある。 

(４) 業務の遂行について、発注者の求めにより随時報告をすること。 

(５) コンプライアンス（法令遵守）、プライバシー（個人情報）保護、情報セキュリティへ

の取組みを徹底すること。また、本業務の遂行上知り得た秘密（個人情報を含む。）を

他に漏らしてはならない。 

(６) その他、本仕様書に記載されていない事項又は不測の事態への対応については、発注者

と協議の上決定すること。 

(７) 再委託は原則禁止する。ただし、受注者において実施することが困難な場合や、自ら実

施するより高い効果が得られる場合には、あらかじめ発注者の承認を得た上で再委託す

ることができるものとする。 

(８) 発注者と受注者は、必要に応じて本事業に関する打ち合わせを行うとともに、内容等に

疑義が生じた場合は速やかに両者協議の上対応を決定すること。 


